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丹波篠山市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第３項の規定により提出しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

重大な感染症のまん延防止又は大規模な災害等の発生等により委員会の開催

場所への参集が困難な状況下においても、オンラインの活用による委員会の開

催を可能とするよう、所要の改正を行う。 

 

 

 



丹波篠山市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

丹波篠山市議会委員会条例（平成１１年篠山市条例第２１５号）の一部を次

のように改正する。 

 

第１３条の次に次の１条を加える。 

（開催方法の特例） 

第１３条の２ 委員長は、重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は大規

模な災害等の発生等により委員会の開催場所への参集が困難と判断される実

情がある場合には、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しな

がら通話をすることができる方法（以下「オンライン」という。）を活用し

た委員会を開催することができる。 

２ 前項の場合において、委員は、委員会にオンラインによる出席を希望する

ときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。 

３ 前項の規定により委員長の許可を得て委員会に出席した委員は、次条、第 

１５条第１項及び第２７条第１項の出席委員とする。 

４ オンラインを活用した委員会の運営に関して必要な事項は、議長が別に定

める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



丹波篠山市議会委員会条例新旧対照表 

現行 改正案 

（招集） （招集） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

 （開催方法の特例） 

 第１３条の２ 委員長は、重大な感染症のまん延防止措置の観点か

ら又は大規模な災害等の発生等により委員会の開催場所への参集

が困難と判断される実情がある場合には、映像と音声の送受信に

より相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方

法（以下「オンライン」という。）を活用した委員会を開催する

ことができる。 

２ 前項の場合において、委員は、委員会にオンラインによる出席

を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならな

い。 

３ 前項の規定により委員長の許可を得て委員会に出席した委員

は、次条、第１５条第１項及び第２７条第１項の出席委員とす

る。 

４ オンラインを活用した委員会の運営に関して必要な事項は、議

長が別に定める。 

 


